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1. はじめに 

知的財産推進計画において，知的財産人材の育成の

重要性が指摘され，様々な施策に基づく実践がおこな

われている(1)．学校教育では，知的財産を扱う専門的な

人材育成をはじめ，大学や高等専門学校，高等学校及

び小中学校においても教科を横断した形で，ぞれぞれ

の学習段階や発達段階に沿った知的財産教育の教育実

践が行われている(2)(3)．更なる知的財産教育の充実のた

めには，体系的な学習カリキュラムの開発や学習環境

の構築が求められる．そこで，本研究では知的財産教

育における知識の定着を目指し，ビデオ教材を用いて

反転授業の取組を行い，その学習効果について検証を

行った． 

 

2. 講義概要 

2.1 講義の目的と概要 

本研究における授業では，受講者が知的財産の全体

概要を理解するとともに，レポートや論文作成時に

必要とする知的財産の知識など，身近な事例をテー

マに概念の理解や初歩的な知的財産対応力の形成を

図ることを目的とした．知的財産に関する分野であ

る著作権，特許権，意匠権及び商標権において法的

な内容と実践的な内容を重視して学習内容を検討し，

1)知的財産の全体像を理解すること，2)レポートや論

文作成時に必要とする知的財産の知識など，身近な

事例をテーマに初歩的な知的財産対応能力を形成す

ること，さらに，3)社会活動における知的財産の価

値を実感することを目的として構築した． 

2.2 学習モデル 

知的財産は，土地や机・椅子のように形がある財

産（有体物）とは異なり，同時に別の場所で使用す

ることも可能であり直接的支配が難しい無体物（ア

イデア等の情報）として私たちの生活の身近かな存

在である．これまで体系的な知的財産について学ぶ

機会が少ない学習者にとって，習得には困難である

と思われる．そこで，学習目的に叶う学習内容を体

系的に配置するために，ビデオ教材に加え，学習プ

リントや事前事後課題などのオリジナル教材を組み

合わせた教材を開発した．本取組での初年次教育に

おける学習モデルを図1に示す． 

 

3. 反転授業の取組 

3.1 導入の背景 

全学必修化の 1 年目を終了時，学習者の授業に関す

るコメントから，「法律的な内容が多く，理解に時間が

かかる」，「法律の内容について時間をかけて欲しい」

などの声が多く聞かれた．また，教授者の自己評価か

らも「学習者の理解度への差が大きい」ことへの不安

や，「どの程度理解でいるか不安である」などが指摘さ

れた．知的財産に関する内容は法律の解釈を重視した

側面もあるため，これまで法律と関わる機会の少ない

学生にとっては，法律への関わりに時間を要する傾向

が見られた．このことから，知的財産に関する学習内

容は学習者の状況に応じて，法律の解釈などを繰り返

し学習できる学習環境やわからなかったことを反復的

に学習できる学習環境を構築することが重要であると

考えた．そこで，

学習者の学習を

支援する観点か

ら，学習内容の特

に知識に関わる

内容をビデオ教

材等のコンテン

ツを制作し，授業

の事前学習及び

授業後の確認に

利用できるよう

に学習環境の構

築を行った． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1．初年次教育における知的財産教育の学習モデル 
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3.2 反転授業 

山口大学の知的財産教育では反転授業(4)を 2014 年度

からMoodleを活用して導入し，教材の開発及び学習環

境の構築を行った(5)．また，この授業では予習時に習得

した知識をもとに，知識の活用を行うために判例など

を用いて知識の構築を目指した．知識の構築にはアク

ティブラーニングの考え方を取り入れた(6)． 

 

3.3 開発した教材 

事前に知識の習得を効果的に行うために，ビデオ教

材開発を行った．また，ビデオ教材に連動した形で予

習時の課題，授業後の課題等の開発を行った．事前の

学習で得られた知識をもとに，反転授業を取り入れた

アクティブラーニング型の学習の様子を図2に示す． 

 

 
図2．授業の様子 

 

4. 学習効果 

 知的財産に関する学習内容をもとに，学修者の知的

財産に関する知識の定着について評価を行った．分析

対象は学部生を対象とした授業のうち，反転授業を取

り入れていない2013年後期（2013年10月～12月）の

授業及び反転授業を取り入れた2015年前期（2015年4

月～6月）を対象とした．上記2つの授業を実験群及び

統制群とし，知識習得を確認するために実施した試験

結果について，比較検討を行った．この講義では，著

作物の著作性の判断や著作権法に定義される権利及び

著作権法と研究者倫理との関係について研究倫理の観

点より著作権法の立場について授業スライドや学習プ

リントを用いて解説を行った．比較を行ったのは定期

試験のうち，著作権の関する設問を「著作権法の概要」，

「著作権法の支分権」，及び「他人の著作物の利用」3

つのカテゴリーに分け，それぞれの得点状況をもとに

比較を行った．3つのカテゴリーは，著作権法の法目的

を正しく理解すること目的とし，「著作権法の概要」，

著作物の権利の細分化を正しく理解し，著作物に発生

する「著作権の権利（支分権）」について，また，3つ

目のカテゴリーでは，「他人の著作物の利用」とし，著

作物を利用する際に正しい知識のもとに個別権利制限

やその規定を対象とした．これらの3つのカテゴリー

に対して，反転授業を取り入れない授業と反転授業を

取り入れた授業との正答割合について比較を行った．

結果を表1(a)～(c)に示す． 

 

表1(a) 「著作権法の概要」の正当割合 

 開講時期 設問数 正答割合 
実験

群 
2013年後期 6 0.85 

統制

群 
2015年前期 6 0.87 

 

表1(b) 「著作物の権利（支分権）」の正当割合 

 開講時期 設問数 正答割合 
実験

群 
2013年後期 15 0.75 

統制

群 
2015年前期 13 0.84 

 

表1(c) 「他人の著作物の利用」の正当割合 

 開講時期 設問数 正答割合 
実験

群 
2013年後期 5 0.55 

統制

群 
2015年前期 5 0.61 

 

比較の結果，3つのカテゴリーにおいて，反転授業を

取り入れた授業ほうが取り入れていない授業よりも正

答の割合が高い傾向が見られた．これらの結果より，

反転授業を取り入れることで，学習時間を確保するこ

とができることにより知識の定着が効果的であること

が示唆された．また，「3.他人の著作物の利用」におい

ては，2013年度と2015年度の間に5％水準で有意差が

見られた．このことから，他人の著作物に関しての項

目については，より効果的な学習方法であったことが

わかった． 
 

5. まとめ 

本稿では，大学における知的財産に関する学習内容

について，反転授業の手法を取り入れ，実験群と統制

群に分け，知識習得の状況の把握を試みた．その結果，

著作権法に関する内容では，実験群として反転授業を

取り入れない授業と，統制群として反転授業を取り入

れた授業とで著作権制度に関する内容について知識習

得の比較を行った．その結果，学習時間や学習者のニ

ーズに対応できる学習環境を提供することができた。 

今後は，知識習得について質的量的な観点から解明

することが必要である． 
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